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第 1 節 保健衛生 
 

  １  保健・医療 
【現状と課題】 

急激な高齢化の進展及び疾病構造の

変化に伴い、国による健康対策も大きく

変革の時を迎えています。生活習慣病予

防の徹底を図るため平成２０年４月よ

り高齢者の医療確保に関する法律によ

り、医療保険者に対して内臓脂肪症候群

に着目した特定健診及び特定保健指導

が義務付けられました。生活習慣病の有

病者及び予備軍を２５％削減し、医療費

の伸びの適正化を図ることを目標とし

ています。 
麻績村の国民健康保険加入者の状況

をみると生活習慣病での治療者は約

50％います。治療者の中で最も多い疾患

は高血圧で、ついで高脂血症、糖尿病と

なっています。近年高血圧、糖尿病など

を併せ持つことにより急速に動脈硬化

が進行し、脳梗塞や虚血性心疾患を発症

するケースが増加しています。生活習慣

病は未然に予防が可能です。健診結果が

要指導の方に対しては、早期に適切な指

導を行い、生活習慣病の発症を予防し、

生活習慣病治療者に対しては、合併症を

起こさないよう、適切な血圧管理や血糖

管理を徹底していくことが課題です。 
 

【施策】 
  ①健診の受診率向上のため、休日の健診

を実施し、働き盛り世代が健診を受けや

すい体制をつくります。 
  

  ②生活習慣病予防のための個別訪問を 
実施し適切な食習慣・運動習慣の指導 
を行います。 

  ③生活習慣病有病者に対して合併症予

防のための継続指導を行います。 
  ④妊娠期から小児期まで一貫した母子

保健事業を推進するとともに、保育園・

小中学校とも連携を取りながら小児期

からの生活習慣病予防の指導を行いま

す。 
  ⑤村民が気軽に健康に関する相談がで

きるよう、定期的な健康相談日を開設し

ます。 
  ⑥増大する保健サービスの充実のため

に、引き続き専門職員の確保を図ります。 
  ⑦保健・福祉・医療の連携を強化するた

め、関係者による連絡会を開催します。 
  ⑧広域医療体制の確立を図るとともに、

緊急体制の充実を図ります。 
  ⑨保健補導員・食を考える会等の関係組

織の一層の強化に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章    共生 ～支えあい、誰もが安心して暮らせる村づくり～ 
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基本健診・各種がん検診の実施状況 （単位：人）

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

1,049 1,059 1,008 928 875

204 207 172 152 152

440 421 432 402 403

結核・ レントゲン検査 939 922 731 601 597

肺がん検診 CT検査 93 91 90 106 95

120 95 91 87 104

乳房がん 視触診 120 96 98 48 77

検診 マンモグラフィ検診 未実施 未実施 未実施 69 45

子宮がん検診

基本健診

胃検診

大腸がん検診
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２  国民健康保険 
【現状と課題】 

平成１８年度の国民健康保険の加入

状況は７５７世帯１，３９５人で、全世

帯の６３％が加入しています。このうち

３８％を占めている老人保健給付対象

者は、平成２０年度より後期高齢者医療

制度へ移行し、残る世代には後期高齢者

医療に対する支援金が課せられること

となります。生活習慣病に係る医療費の

増加に伴い、国保税も増やさざるを得な

い状況であり、国保被保険者の負担がよ

り大きくなることが予想されます。 
また、平成２０年度より特定健診・保

健指導の実施が各医療保険者に義務付

けられ、その実施率に応じて後期高齢者

医療に対する支援金が増減します。「医

療費の抑制」とともに「支援金の減算」

という観点からも特定健診・保健指導の

充実が急務となってきます。 
 

【施策】 
①生活習慣病に係る医療費の増加を抑

制するため、また、国保被保険者の後期

高齢者支援金が加算されないよう特定

健診・保健指導の強化、充実を推進しま

す。 
②診療報酬明細書の点検強化、医療費通

知の実施等を通じて、適正な医療費の支

出を図ります。 
    ③財源の確保・国保被保険者の公平性の

観点から、国民健康保険税の収納率の向

上に努めます。 
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第２節 高齢者福祉 
 

１ 老人福祉 
【現状と課題】 

６５歳以上の人口（平成１９年４月１

日現在、１，２５４人）が４０％を越え

ようとする中で、老人保健福祉計画・介

護保険事業計画を中心に高齢化社会を

地域全体で支えあい、一人ひとりが生き

がいを持って暮らせる福祉社会づくり

を推進することが必要です。 
 

【施策】 
①自立的な高齢者の社会参加活動を支

援します。 
②介護予防や自立支援を推進します。 
③安心して利用できる介護サービスを

提供します。 
④一人暮らしの高齢者や高齢者のみの

世帯が安心して暮らせる見守りの仕組

みの充実を図ります。 
 
 

２  介護保険 
【現状と課題】 

高齢者人口の増加、介護サービスの需

要の増加に伴い、介護給付費の増加、保

険料負担の増加が懸念されます。介護予

防事業や生きがい対策事業の充実を図

ります。 
平成２１年から始まる第４期介護保

険事業計画では、実績を踏まえたより的

確な予測により、今後の事業運営が円滑

に進めることが必要です。 
 

【施策】 
①介護予防事業の拡充を図り、介護給付

費の抑制に努めます。 
 

②在宅介護サービスの充実を図ります。 
③ボランティアや有資格者の人材育成、

確保に努めます。 
④今後見込まれるサービス利用量に見

合う保険料の設定に努めます。 
 
 

３ 国民年金 
【現状と課題】 

長寿化の進展とともに、老後の生活を

支える年金制度は非常に重要な制度で

あります。しかしながら、未確認の年金

受給資格者等のいわゆる「年金問題」は、

社会全体の大きな問題であり、村民にも

不安要素となっています。 
このような不安に対処するためにも

村では社会保険事務所と連携し、年金適

用対象者の把握や問い合わせなど的確

な対応に努め、村民全員が豊かな老後を

迎えることができるよう事務を推進し

ていきます。 
 

【施策】 
 制度に対する村民の理解を深め、啓発

を図り周知徹底をし、年金問題等への相

談窓口としての機能を充実し、村民の年

金に対する不安を解消していきます。 
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第３節  児童福祉 
 
【現状と課題】 

     子どもたちを取り巻く環境は、少子化

や核家族化など大きく変化しています。 
安心して子どもを産み育てられる環

境を作るため、多様な保育ニーズへの対

応など、子育て支援策の充実が重要とな

ってきています。 
また、家庭の機能低下による児童虐待

や、表面に出ない部分をも含めたいじめ

問題など、子どもたちの健全育成を妨げ

る多くの要因があり、乳幼児から少年期

までの一貫した相談支援体制の整備が

必要です。 
 

【施策】 
①平成１９年度より開設した「放課後児

童クラブ」の充実を図るとともに、教育

委員会が実施する『放課後子どもプラ

ン』による児童の放課後や長期休みの対

応を拡充をし、共働き世帯を中心とした

家庭の子育てへの課題を軽減します。 
②世代間の交流や地域社会との関わり

を通じて、児童の健全育成を図ります。 
③子育てサークルなどの活動を積極的

に支援し、同じ環境の親どうしが情報交

換することにより、子育てへの不安を解

消します。 
④保育所が、子育てについての中心的な

役割を果たせるよう体制の充実を図り

ます。 
⑤福祉医療費給付事業の拡大を図り、す

べての乳幼児から児童までの医療費負

担を軽減していきます。 
 
 
 
 

第４節  障害者（児）福祉 
 
【現状と課題】 

障害に対する正しい理解と認識の普

及と啓発に努めるとともに、障害を持つ

方すべてが差別視されることなく、地域

のなかで生活できる社会の実現が望ま

れます。しかしながら、障害に対するサ

ービス基盤は都市部に比べまだ低い部

分もあり、支援体制を充実していく必要

があります。 
 

【施策】 
①平成１８年１０月より施行された「障

害者自立支援法」に基づき、障害を持つ

方が望まれるサービスを提供するとと

もに、さらなるサービス供給体制を確立

していきます。 
②障害者共同作業所である｢山ぼうし｣

を、地域活動支援センターとして位置づ

け、障害を持つ方の地域生活の拠点とし

てその運営を支援していきます。 
③障害者及びその家族が抱える不安や

サービスに対する相談等に対し、松本圏

域の事業者で構成される「障害保健福祉

圏域自立支援協議会」に圏域の市町村が

事業を委託し、相談体制の充実を図りま

す。 
④共同住宅、グループホームの設置を図

ります。 
⑤障害者の社会参加を促進するため、公

共施設のバリアフリー化を進めます。 
⑥災害弱者のための防災ネットワーク

や緊急通報システムの構築を関係機関

と連携しながら推進します。 
⑦村民のボランティア活動への積極的

な参加を推進します。 
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第５節  生活援護 
 

１  生活保護・低所得者福祉 
【現状と課題】 

     生活保護の被保護世帯は減少傾向に

ありますが、高齢者世帯や傷病・障害者

世帯のいわゆる自立の難しい世帯に多

く見られます。 
これらの対象者に、適切な指導と処遇

を行うことが必要です。 
 

【施策】 
①就労指導、授産施設の利用により自立

更生の推進に努めます。 
②相談援助活動の充実を図ります。 

 
 
２  母子及び寡婦・父子福祉 

【現状と課題】 
母子（父子）家庭の親は、生計の維持

と児童の養育という大きな責任を負う

とともに、社会的、経済的、精神的に不

安定な状態に置かれがちになります。 
態様に即した適時、適切な指導と援助

をすることにより、自立促進に努めます。 
 

【施策】 
①相談援助活動の充実を図ります。 
②母子福祉資金、児童扶養手当などの十

分な活用を図ります。 
③母子父子寡婦福祉会の育成を図りま

す。 
 
 
 
 
 
 

３  福祉企業センター 
【現状と課題】 

就労能力の限られている要保護者や

生活困窮者が就労するための授産施設

として、主に電機機器の部品の組み立て

をはじめとする作業を実施しています

が、景気の低迷により受注が減少してい

る状況にあり、今後においてもセンター

の運営を見直すなかで、安定した就労場

所を供していく必要があります。 
 

【施策】 
①利用者の生活の向上と更正を図るた

め、適切な保護指導を行います。 
②作業配置や技術教育の充実により、生

産高の向上と経営の合理化を図ります。 
③企業からの受注確保を図るとともに、

県授産事業振興センターとの連携を図

ります。 
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第 1 節  土地利用 

 
    【現状と課題】 
      麻績村は、総面積 34.38ｋ㎡のうち、

農用地が 18％、住宅地８％、山林原野

等が 74％という状況で、傾斜地が多い

ことが特徴です。 
      自然環境を保全し、快適な生活環境の

確保を図るため、長期的な構想のもとに

村全体の総合的な土地利用計画を進め

る必要があります。 
 
    【施策】 
    ①村全体の土地利用計画策定を進める

とともに農業振興地域の見直しを行い、

土地の有効利用と優良農地の保全を目

指します。 
    ②農地の遊休荒廃化を防ぐとともに、行

政と村民が手を携え、優良農地及び農村

環境の保全を進め、土地の有効利用を図

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    第２節  防災 
 
  １  治山・治水 

【現状と課題】 
麻績村は、急峻な地形であることから、

ひとたび自然災害が起こると大きな被

害につながるおそれがあります。 
村民が安全で快適な暮らしを送るた

めには治山事業及び治水事業の対策を

講じる必要があります。 
      また、土石流対策として、砂防設備の

整備を進める必要があります。 
 
    【施策】 
    ①土砂崩れなどの災害を防止するため、

保安林整備や管理を促進します。 
  ②景観・生態系など自然環境との調和を

考慮して砂防設備の整備を推進します。 
 
 
  ２  消防 

【現状と課題】 
  麻績村の消防体制は、麻績消防署と消

防団組織から成っています。 
   しかし、担い手不足などにより年々団

員の数が減ってきており、また多くの団

員が村外に勤務することから、有事の際

の団員の確保が困難な状況となってい

ます。 
 
    【施策】 
    ①消防団組織の重要性から、引き続き団

員の確保に努めます。  
②女性消防団員の加入促進など、組織の

充実を図ります。 

第２章  環境 ～潤いがあり、生き生きと暮らせる村づくり～ 
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    ③消防力の拡充のため、必要な施設・設

備の整備充実を図ります。 
  ④松本広域消防局と連携した訓練の充

実を図ります。 
⑤村民の防火意識を高めるため、啓発活

動の充実を図ります。 
 
 

３  防災 
【現状と課題】 

   麻績村においては、自然・地勢条件か

らみて、豪雨時の水害、急傾斜地周辺の

山崩れや地滑り、火災や地震などの災害

が起きる可能性が予想されます。 
   被害を最小限にとどめるため、危機管

理体制を強化していく必要があります。 
 
 

    【施策】 
  ①地域防災計画の内容を随時見直し、防

災体制の充実を図ります。 
    ②災害弱者に配慮した総合的防災安全

対策を推進します。 
  ③実践的な地域防災訓練を実施し、防災

意識の高揚を図ります。 
  ④近隣市町村との相互応援態勢の強化

を図ります。 
  ⑤各地域における防災活動を確保する

ため、消防団 OB を中心に自主防災組織

の育成を図ります。 
⑥災害時における救命講習受講者の活

用を図ります。 
 
 

消防団組織及び車輌組織体制

1 本部長 2 副本部長 11 38 団    員

団 副 1 第１分団長 3 副分団長 14 45 団    員
1 2 団

長 長 1 第２分団長 2 副分団長 9 31 団    員

1 第３分団長 2 副分団長 7 30 団    員

3 女性消防団員

指揮広報車

第1ポンプ班 積載車
第３分団

第２分団

第2ポンプ班 積載車

第1ポンプ班 積載車

第2ポンプ班 積載車

第１分団
第3ポンプ班 積載車

第4ポンプ班 積載車

第1ポンプ班 ポンプ車

第2ポンプ班 積載車

第1ポンプ班 ポンプ車
本  部

第2ポンプ班 積載車

班    長

班    長

班    長

班    長
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消防団員数

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

分団数 9 4 4 4 4 4
団員定数 215 200 200 200 200 200
現団員数 207 192 189 171 172 165

麻績村火災統計

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

建物 2 3 1 1 1
林野
車輌 2 2 2

その他 1 1 1 1 1
計 0 5 4 2 4 4

全焼 1 2 3
半焼 1

部分焼 2 2 1 2 1
ぼや 1 1
計 0 3 3 2 4 5

死者
傷者 1

り 世帯 1 4 4 2
災 人員 2 4 6 8

麻績村救急統計

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

急病 76 113 115 120 141 136
交通 14 18 4 10 5 6
一般 28 30 25 21 19 32

その他 38 40 56 41 46 35
計 156 201 200 192 211 209

急病 76 112 115 119 140 136
交通 14 14 4 10 5 6
一般 28 29 25 20 18 32

その他 38 40 55 41 46 35
計 156 195 199 190 209 209

区            分
出

場

件

数
搬

送

人

員

                 
出

火

件

数
焼

損

棟

数
死
傷

1次出動 2次出動 1次出動 2次出動
　女渕・砂原 本部・第2 第1 　梶浦 本部・第3 第2
　下井堀 本部・第2 第1 　市野川 本部・第3 第2
　野口 本部・第2 第3 　野間・桑関 本部・第1 第2
　矢倉 本部・第2 第3 　高 本部・第1 第2
　叶里・高畑・天王 本部・第2 第1 　桂・中沢・横辻・菅の沢 本部・第1 第2
　根尾・坊平・北山 本部 第3 　西之久保 本部・第1 第2
　上町 本部 第3 　和合・下田 本部・第1 第2
　中町 本部 第3 　中芝・小東 本部・第1 第2
　明治町 本部 第3 　野田沢 本部・第1 第2
　本町 本部 第3 　上井堀 本部・第1 第2
　宮本 本部・第3 第2 　聖高原
＊公共施設及び山林火災又、火災状況に応じて全分団出動の要請がかかります。

火災発生時の地区別分団出動表

出　動　分　団 出　動　分　団

全　　分　　団

火災発生地区 火災発生地区
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第 3 節  生活安全 
 
 １ 交通安全 

【現状と課題】 
平成５年３月の長野自動車道麻績イ

ンターチェンジ開設に伴い、主要幹線国

道４０３号をはじめ、大型トラック等他

県からの交通量が多くなっております。

また、ドライバーの高齢化が進んでいる

ことから、高齢者の交通事故に占める割

合が非常に高くなっています。 
    このため、村と安曇野交通安全協会麻

績支部が中心となり、「毎月５日」を交

通安全の日に指定し、街頭指導など広く

交通安全運動を展開し、村民の交通安全

意識の高揚を図り、交通事故撲滅に努め

ています。今後とも交通安全施設の整備

に努めるとともに、家庭、地域、事業所

等と一体となって、交通事故をなくして

いくために交通安全意識の高揚、後部座

席を含めたシートベルトの着用率の向

上、飲酒運転の根絶を目指していきます。 
 

【施策】 
１  交通安全施設の整備 

①信号機、横断歩道、道路標識の設置要

請を行います。 
②カーブ等の危険箇所へは、カーブミラ

ーの設置等を積極的に進めます。 
③主要な国、県、村道について歩道の整

備促進を図ります。 
④踏切警報遮断機未設置箇所への設置

要請を行います。 
２  交通安全対策 

①交通安全思想の高揚を目指し、広報誌 
等を活用して広報活動を行います。 
②交通安全関係組織の育成強化を推進

します。 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

交通事故発生の推移

各年12月31日現在

死亡（人）負傷（人）

昭和58 9 9 9

    59 6 6 6

    60 8 10 10

    61 3 4 4

    62 8 9 9

    63 9 9 9

平成元 12 15 1 14

    ２ 10 11 11

    ３ 9 11 11

    ４ 8 9 9

    ５ 8 11 11

    ６ 6 8 8

    ７ 6 6 1 5

    ８ 9 10 10

    ９ 9 11 11

    10 13 21 21

    11 11 12 12

    12 11 13 13

    13 4 4 4

    14 10 11 11

    15 13 15 15

    16 3 3 3

    17 9 10 10

    18 2 2 2

    19 5 7 7

※　交通死亡事故ゼロ４，５００日達成（平成１９年１２月２６日）

    区分
年

発生件数
   （件）

死傷者
  （人）
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２  防犯 
【現状と課題】 

長野自動車道麻績インターチェンジ

の開通後、公共機関の名を語るなどの方

法で訪問販売が行われ、不当な金額を請

求される悪徳商法や、車上荒らし・空き

巣等の犯罪が目立ってきています。そし

て被害の発生に気づいたときには、既に

他の市町村に移動している手口です。 
    このように、不特定多数の人の出入り

が車を使って容易にできることで、村民

が犯罪に巻き込まれる可能性が非常に

高くなってきています。これを未然に防

止することが重要な課題です。 
    防犯体制の充実、村民の防犯意識の向

上を図っていくとともに、人家の少ない

箇所には防犯灯の整備をしていく必要

があります。 
 

【施策】 
 ①通学路を中心に、防犯灯の未設置地区

の解消に努めます。 
②村民の防犯意識の高揚に努めるとと

もに、防犯協会、生活安全推進協議会等

の関係組織の活動を支援します。 
③青少年の非行防止に努め、明るい家庭 

   づくりを進め、健全育成を図ります。 
    ④別荘地等の空家の防犯対策を強化し

ます。 
 
 
３ 消費者保護 

   【現状と課題】 
多様化、巧妙化する悪質商法などの被

害予防と対策を講じ、消費者の保護に努

めます。 
 
 
 

 
【施策】 
①学習会や懇談会等の機会を捉え、啓発

活動を展開します。 
   ②訪問販売等に関する相談や苦情処理

体制の充実を図ります。 
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    第４節  環境保全 
 

１ 環境保全 
【現状と課題】  
豊かな自然に恵まれた麻績村におい

ても、生活環境や生活習慣の大きな変化

に伴い、様々な環境問題が発生する可能

性があります。 
麻績村村民憲章にある「私たちは自然

を愛し、環境を整え、豊かな村をつくり

ましょう。」の実践に向け、行政の指導

のみならず、村民自らの意識の向上と自

発的活動を中心に全村的な活動を展開

していく必要があります。 
 

【施策】 
①環境施策の総合的な推進により各種

公害の防止に努めます。 
②地球温暖化防止に向けて、必要な対策

に取り組みます。 
 
 
２ ごみ処理 

【現状と課題】 
麻績村のごみ処理は、一般廃棄物処理

業者に委託し、可燃物は週１回、資源物

は月１回、不燃物は２ヶ月に１回収集し

処理しています。可燃物については、現

在穂高広域施設組合で焼却処理をして

います。 
村内各地でごみの不法投棄が見られ

るようになってきましたが、村民自らの

問題として捉え、ごみの減量化と再資源

化の促進に取り組む必要があります。 
 

【施策】 
①可燃物の焼却灰は、穂高広域施設組合

が民間業者に委託して中野市内の処分

場に埋め立てをしていますが、同組合で

平成 25 年を供用開始予定に最終処分場

を建設する計画です。 
②ごみの減量化と再資源化による循環

型社会の形成に向け、住民との協働の取

り組みを推進します。 
③分別収集のより一層の徹底を図ると

ともに、資源物収集等の自主的な再資源

化事業を支援します。 
④家庭用生ごみ処理機及びコンポスタ

ーの購入に対し引き続き補助を行いま

す。また、食品残渣（生ごみ）の収集体

制の整備に努めます。 
⑤資源物、不燃物等の収集経費削減及び

リサイクル率の向上を図るため、ストッ

クヤードの建設を検討します。 
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 ３ 下水道 
【現状と課題】 

      下水道建設事業が終了し、水洗化率の

向上に努めています。今後は、機械・電

気設備・マンホールポンプ等の更新に費

用がかかることが見込まれます。 
   また、麻績アクアセンターの汚水量が

伸びず、汚水処理単価が増大しています。 
 
 
 
 
麻績村の水洗化率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      【施策】 
① 水洗化率の向上に努めます。 
② 維持管理経費の節約に努めます。 
③ 機械・電気等設備の更新を計画的に

進めます。 
④ 上井堀農業集落排水事業の特定環境

保全公共下水道事業への統廃合の検

討を進め、経費の節約に努めます。 
 
 
 
 

（平成 19 年 7 月 1 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項      目 供用開始件数 水洗化件数 水洗化率 
特定環境保全公共下水道事業 ７８２ ５８３ ７４．６ 
農業集落排水事業 １７９ １２０ ６７．０ 
合併浄化槽 １５７ １２８ ８１．５ 

合   計 １，１１８ ８３１ ７４．３ 
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第５節  社会基盤 
 
１  交通 

【現状と課題】 
      村営バスの運行形態については、今後

地域に密着した運行システムの構築に

向けて、利用者の意見や住民の要望等を

幅広く聞き、住民の交通手段として利便

性が図られるように更なる改善が求め

られています。 
また、検討段階においては現在麻績村

に営業所を置き運行している民間交通

機関の意見も聴取する中で、共存共栄が

図られるような対策が必要です。 
 
【施策】 
①スクールバスとしての機能やバス小

型化による村内周遊バス等（広域的デマ

ンド交通システム）の更なる検討を行い

ます。 
②園児の通園、小中学生の通学の無料化

等を進めます。 
 
 

２  道路網 
【現状と課題】 

      主要な道路である国道 403 号及び県

道 12 号線（主要地方道丸子信州新線）

の改良整備が未完了のため、交通に支障

をきたしており、国・県へ早期整備を要

請していく必要があります。 
      また、歩道未整備の主要道路が多く、

特に通学路指定の路線については早急

な歩道設置が求められています。 
      
    【施策】 

①広域的幹線道路（国道・県道）の改良

率 100％を目指し国・県に早期整備を要

請します。 
②地域に密着した村道の改良整備は計

画的に実施します。 
③主要道路への歩道の設置を国・県へ要

請します。 
     
  ３  上水道 

【現状と課題】 
      近年は、地球温暖化等の環境変化から

か積雪量が減少、また、長期的な豪雨等

によって水源状況の悪化が懸念されま

す。また、住生活環境変化によって住宅

の二階に水道設備の設置、更には直結式

便器の普及など快適な住環境設計が求

められてきております。そのため、水量

の確保はもとより、水圧の確保対策も課

題となってきております。 
   また、老朽化した浄水場の整備、老朽

管による漏水事故も発生しており施設

修理に経費が必要とされます。 
 
    【施策】 

① 基幹改良事業を進め老朽施設の更新

を進めます。 
② 水圧の確保等生活環境の変化に対応

した施設整備を図ります。 
③ 料金徴収システムの機械化を進めま 

す。 
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４  住宅・公園・緑地 
【現状と課題】 

     若者の定住化を図るため天王地区に

住宅団地の造成を行い、分譲しています。 
      公営住宅についても計画的に建設を

進め、定住人口の増加を図っています。 
今後は、身体障害者や高齢者の居住を

考慮したバリアフリー住宅の整備にも

取り組んでいく必要があります。 
 また、人口の村外流出に伴い空家が増

加していますが、都会からの移住の受け

皿となる可能性があり、登録システム等

を検討する必要があります。 
  公園・緑地については、生活に密着し

たコミュニティー公園の整備の要望が

高まっています。 
  
【施策】 
①近隣市町村の状況や宅地需要を見極

め、環境の整った住宅団地の造成を計画

的に進めます。 
②若者の定住促進を図るための安価で

良質な住宅建設を進めます。 
③定住促進のため、都市村民からの要望

の多い「空家・空別荘相談窓口」の創設、

「空家・空き別荘情報登録システム」の

確立を図るとともに、村民との連携によ

る定住促進を進めます。 
    ④潤いのある生活のため、自然との調和

を図りながら、公園や緑地を確保してい

きます。 
 
 

５  通信 
【現状と課題】 
 国のｅ－Ｊａｐａｎ構想の中で、地域

の情報通信環境は大きく変化しようと

しています。 

 県内においては、高速情報通信ネット

ワーク「情報ブロードウェイながの」の

導入により、県機関、市町村、広域連合、

一部事務組合が接続する高速情報通信

ネットワークが構築されています。 
現在、各種申請の電子化及び行政が保

有する情報のデータベース化などへの

対応が望まれています。 
 テレビの難視聴地域については、電波

のデジタル化に対応するとともに、難視

聴の解消に努める必要があります。 
 また、情報化の進展とともに個人情報

の漏洩や流出、コンピュータウィルスの

感染などが発生し、個人情報保護対策な

どセキュリティ対策がますます重要と

なっています。 
 
【施策】 
①県高速情報通信ネットワークの利用

については、効率的・有効的な利用に努

めます。 
②テレビ難視聴地域のデジタル放送移

行への対応を図るとともに、難視聴解消

に努めます。 
③村民が高速通信ネットワークを利用

できるような環境の整備を検討します。 
④情報化に合わせ情報管理、セキュリテ

ィの充実を図ります。 
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【教育に関する基本的な取り組み】 
 平成１８年、６０年ぶりの教育の基本

方針である教育基本法の改正、さらに関

連法案の改正により国の教育指針は大

きく変わりました。新教育基本法の理念

を生かすために新教育基本法第１７条

に基づき国は教育振興基本計画を策定

します。麻績村では、策定された国の基

本計画を参考に地域の特性を活かした

基本計画の策定を検討します。 
 
第 1 節 生涯学習 
ユネスコの「成人教育推進国際委員

会」で提言された『生涯学習』の考え方

は、その後日本でも教育改革の柱として

取り上げられ、その取り組みが進められ

ています。 
住民の価値観、ライフスタイルが多様

化する中で、生涯学習の振興にはまだま

だ問題が多い状況ですが、それぞれの分

野で個人や団体が実践している学習の

成果が豊かな自然、風土と調和した文化、

村づくりに繋がると考えます。 
麻績村でも、平成１３年度に「麻績村

生涯学習基本構想」が策定されました。

この構想に沿って子供からお年寄りま

で、いつでもどこでも学べる環境をつく

り、より良く生きるために、「生涯学習」

について理解を深め、生涯学び続けるこ

との支援を目指して次に挙げる施策の

展開を行っています。 
 

 １ 学校教育 
  【現状と課題】 

学校教育法の改正により、学校現場の 

 
   運営面の体制が変わると同時に「教育新

時代」に相応しい学力と規範意識を身に

つけるように教育内容が改められまし

た。麻績村でも「教育は村づくりの基本

である」という理念のもと、村の未来を

担う子供たち一人一人の個性を尊重し、

心豊かでたくましい子供を育む教育環

境の整備を行います。筑北中学校は平成

１１年度に、麻績小学校は平成１５年度

にそれぞれ大規模改造がなされており、

今後は豊かな心を育て、かつ地域との交

流の場としての施設環境整備が望まれ

ます。 
 
    【施策】 
１ 教育施設・設備等の整備・充実 

  ①大規模改造後の学校施設を再チェッ

クし、より安全な施設を目指すと共に、

施設周囲の環境全体の見直しを行いま

す。 
  ②学校施設と社会教育施設の共用化を

図ります。 
    ③教職員免許法等の改正により教職員

の研修の必要性が大きくなっておりま

すので、適切にできる環境整備に努めま

す。 
 
  ２ 教育内容の一層の充実 
  ①新学習指導要領に基づき基礎的・基本

的な知識技能習得の徹底を図ると共に

体験的学習や問題解決的学習の充実に

努めます。 
  ②スポーツ活動運営委員会事業や「放課

後子どもプラン」事業を通じて地域資源

による教育を充実させます。 

第 3 章  学び ～世代をつないで、学び、ふれあう村づくり～ 
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  ③いじめや不登校への対策発達障害を

持つ児童生徒への対応など一人ひとり

の個性を尊重するよりきめ細かな指導

に努めます。 
  ④外国語補助教師（ALT）を活用した語 
   

  学教育の充実を図ると共に、社会教育に 

も連動させていきます。 
 
 
 
 

小・中学校の施設、人員の状況

学校名

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

校舎面積
教職
員数

運動場面
積

屋内運動
場面積

危険校
舎面積

14 2 2 3○ 21

2 3 4

筑北中学校 4,115 － 6 10 13,622 981

21 1213 7,362 603 ○麻績小学校 3,366 － 7

教
 
 
員

事
務
職
員

給
食
職
員

そ
の
他

教室数 給食実施状況

普
 
 
通

特
 
 
別

完
 
全

捕
 
食

ミ
ル
ク

小・中学校概要の推移

       区分

年 学級数 児童数 教員数 学級数 生徒数 教員数

平成10年度 7 165 11 7 162 15

11年度 7 153 11 7 155 15

12年度 7 156 11 7 150 18

13年度 7 161 12 6 129 15

14年度 7 163 13 5 117 13

15年度 7 159 13 4 109 11

16年度 7 146 12 5 119 12

17年度 7 151 14 5 115 13

18年度 7 142 13 6 123 14

19年度 7 144 12 5 115 14

麻績小学校 筑北中学校

遠距離通学・就学援助・特殊教育の状況

区分

児童 生徒

年 （4km） （6km） 学級数 児童数 学級数 生徒数

平成10年度 26 11 6 6 1 1 1 1

11年度 29 9 4 6 1 1 1 1

12年度 20 6 6 4 1 1 1 2

13年度 20 4 6 4 1 2 1 2

14年度 20 4 6 2 1 2 1 1

15年度 22 1 2 3 1 3 1 1

16年度 22 2 2 2 1 2 1 2

17年度 21 2 4 2 1 2 1 2

18年度 17 2 4 1 1 1 1 3

19年度 20 1 4 1 1 3 1 2

遠距離通学者数 就学援助実施数 特  殊  学  級

児 童 生 徒
麻績小学校 筑北中学校
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 ２ 社会教育 
【現状と課題】 

急速な児童数の減少と、平均寿命の伸

長により本格的な少子高齢社会を迎え

ています。 
高齢者と触れ合う機会も少なく、地域

における家族間の付き合いも減り、子供

を取り巻く人的環境が空洞化しつつあ

り、子供が人を思いやる心、お年寄りを

敬う心が希薄化している現状の中、心豊

かな生活を送るために、様々な講座や教

室の開催を行っています。 
学校だけでなく家庭においても、子供

同士、地域の人たちと交流の機会を増や

し、社会性を育てる必要があると考えら

れます。また、社会教育の拠点として活

用している中央公民館施設の整備充実

も図って参ります。 
【施策】 

    ①幅広い年齢層に対応した講座や教   

室の開設に努めます。 
  ②地域の抱える課題についての学習機

会の提供に努めます。 
  ③学社連携・学社融合など、学校と   

連携した事業の促進を図ります。 
  ④高齢者や家族とのふれあい事業の促

進を図ります。 
  ⑤団体活動やグループ活動を実践し   

ていくための指導者の育成を図りま   

す。 
    ⑥近隣町村との連携事業の促進を図り 

ます。 
⑦社会教育施設の充実を図ります。 

 
  ３ 社会体育 

【現状と課題】 
   現在、少子高齢化や人口の減少によっ

て、各種スポーツ団体の存続が難しくな

ってきております。また若い世代のスポ

ーツ離れが見られる一方で、スポーツに

対する新たなニーズが年々、増加・多様

化しております。 
社会体育だけでなく、地域や学校体育

等のスポーツ関係者が互いに連携をと

って対応する必要があり、その中で生涯

スポーツの振興や競技スポーツの振興

といったスポーツ全般の振興を図って

いくことが必要となっております。 
  【施策】 
  ①スポーツに親しみ、楽しさを実感でき

るような事業の企画、実施に努めます。 
②社会体育だけでなく、地域や学校体育

といったスポーツ関係者が互いに連携

を図り、新しいスポーツニーズに対する

対応や諸問題解決のための組織づくり

に努めます。 
  ③村民のスポーツ参加を促進するため、

体力や年齢、目的に応じて楽しむことが

できる生涯スポーツ情報の提供、支援に

努めます。 
  ④各種スポーツ団体への支援を行い、指

導者の発掘・育成といった指導体制の整

備を図り、スポーツを通じた仲間づくり

の輪を広げるよう努めます。 
⑤各種スポーツ大会やイベントを通じ、

世代・地域間交流を図ると共に広域的な

スポーツ活動の振興を図ります。 
  ⑥体育協会等の組織見直しや、既存のス 
  ポーツ事業を時代にあわせて変更・統

合・廃止する等、今後の社会体育のあり

方を検討していきます。 
 
４  家庭教育と青少年健全育成 

【現状と課題】 
家庭教育は、すべての教育の出発点で

あり、子供の人格形成に重大な影響を及
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ぼすものです。子育てやしつけなど、家

庭教育のあり方を見つめなおしてもら

うために、保護者だけでなくより多くの

方に家庭教育について考える機会を提

供したいと考えております。 
少子化や核家族化、共働き家庭の増加

などの家庭環境の変化により、青少年の

生活様式に大きな変化が現れています。

携帯電話の普及や情報メディアの発達

による情報の氾濫は利便性をもたらし

た反面、青少年の非行の誘発に繋がって

いると思われます。 
次代を担う子供たちが健全に成長し

ていくための環境をつくりあげていく

ことも重要と考えます。 
  【施策】 
  ①家庭において、基本的な生活習慣、社

会生活の基本的ルールなどを身につけ

るよう、家庭教育についての学習機会の

提供や家庭への啓発の推進を図ります。 
  ②学校、家庭、地域社会の連携を密にし、

青少年が健全に成長していくための土

壌をつくり、有害な環境の浄化を図りま

す。 
  ③体験活動を重視した、子供向けの講座

や教室を充実させ、その中から規律・協

調・友愛・責任などを学べるよう努めま

す。 
  ④放課後子どもプランの充実を図り、子

供たちが公民館や公共施設等を利用し

て過ごせる体制づくりの推進を図りま

す。 
 
 ５ 文化財と民俗資料 

【現状と課題】 
   本地方の歴史は古く、古墳や史跡等の

文化遺産が多く見られ、出土品も数多く

あります。特に「神明宮」の建築群と福

満寺の仏像は国の重要文化財となって

います。また、北国脇往還（善光寺街道）

の宿場跡でもあり旅籠跡の町並みや貴

重な文献資料も多く残されていますの

で今後散逸を防ぎ整理・保存を行う必要

があります。 
   こうした貴重な資料や有形無形の文

化財を村の財産として後世に残すのは

重要な責務です。また、近年村の中で「文

化財」や「街道おこし」への関心が高ま

り、いくつかのグループが形成されてお

りますが生涯学習の面でも文化財保護

の面でも支援あるいは協働での事業は

重要です。 
    【施策】 
１ 文化財や民俗資料の保存・展示 
 ①旧街道の町並みや、社寺等にある文化

財、歴史資料の調査を行い、その保存に

努めるとともに、活用方法について、

様々な視点から検討を行っていきます。 
  ②中央公民館等の社会教育活動の場で

の展示や、広報・館報等の活用により、

広く文化財を紹介していくとともに、文

化財保護意識の啓発に努めます。 
  ③おみ図書館と連携をとり、郷土資料等

の発掘、保管、整理を実施していきます。 
２ 文化活動の育成 

  ①小中学校の課外活動に地域の文化活

動との交流の場を設け、その活性化や後

継者の育成を図ります。 
  ②生涯学習の立場から、村民が望む文化

活動の場や情報の提供をするのみでな

く、住民団体と協働あるいは支援するこ

とにより将来に残すべき「文化財」の保

護や活用に努めます。 
 
 
 



 

 22

 

     麻績村の文化財一覧表
指定日 指定区分 名      称 数量 所在地 所有者

昭和24年2月18日 彫刻 木造薬師如来坐像 1 麻績村 山寺 福満寺

平成5年4月20日 建築 本    殿 1 麻績村 宮本 神明宮

〃 〃 仮    殿 1 〃 〃

〃 〃 拝    殿 1 〃 〃

〃 〃 神  楽  殿 1 〃 〃

〃 〃 舞    台 1 〃 〃

平成8年6月27日 彫刻 木造日光菩薩立像 1 麻績村 山寺 福満寺

〃 〃 木造月光菩薩立像 1 〃 〃

〃 〃 木造毘沙門天立像 1 〃 〃

〃 〃 木造不動明王立像 〃 〃 〃

麻 績 城 跡

（城館跡） 館跡　虚空蔵山城跡

昭和42年12月30日 彫刻 木造千手観音坐像 1 麻績村 山寺 福満寺

〃 〃 木造阿弥陀如来坐像 1 麻績村 上町 法善寺

〃 金工 四阿屋山懸仏 1 〃 〃

〃 史料 法性院高札（武田信玄高札） 1 〃 〃

昭和61年4月28日 〃 賢甫宗俊和尚書（出家略作法） 1 〃 〃

〃 〃 渡海羅漢像（武田信玄奥書） 1 〃 〃

〃 〃 藤原時盛願文 1 麻績村 山寺 福満寺

〃 〃 青柳頼長寄進状 1 〃 〃

昭和61年4月28日 史料 中沢の陣鐘 1 麻績村 中沢 桑山中央区

昭和61年11月15日 彫刻 木造阿弥陀如来坐像（丈六仏） 1 麻績村 高 高区

平成元年5月23日 建築 護摩堂 1 麻績村 山寺 福満寺

平成4年1月10日 史料 青柳頼長寄進状 外 3 麻績村 宮本 神明宮

〃 工芸 御輿 1 〃 〃

平成5年7月23日 金工 大日如来懸仏 2 麻績村 宮本 〃

〃 〃 薬師如来懸仏 1 〃 〃

〃 〃 鰐口 1 〃 〃

〃 〃 鉄製鈞燈籠 10 〃 〃

平成12年4月1日 彫刻 木造金剛力士像 2 麻績村 山寺 福満寺

〃 〃 木造聖観音立像 1 麻績村 上町 法善寺

〃 〃 木造十一面観音立像 1 〃 臼井良雄

平成17年10月5日 史跡 麻績城主　服部左衛門清信供養塔 1 麻績村 本町 宮下利政

〃 建築 法善寺山門（三門） 1 麻績村 上町 法善寺

〃 彫刻 木造天部立像（四天王） 4 麻績村 山寺 福満寺

   ◆ 無形文化財

昭和46年4月1日 芸能 市野川神楽 麻績村 市野川 市野川区

昭和60年2月28日 植物 神明宮の大杉 1 麻績村 宮本 神明宮

〃 〃 鍋山の千本松 1 麻績村 野口 麻績村

昭和60年7月29日 〃 野間の千本松 1 麻績村 野間 宮崎太与蔵外23人

◎ 村指定文化財

   ◆ 有形文化財

   ◆ 天然記念物

◎ 国指定重要文化財

◎ 県  史  跡

昭和49年3月22日 麻績村 中町他 若林政明他8人
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    第２節  人権教育 
 
  １  人権同和教育 

【現状と課題】 
 現在までに行われてきた人権同和教

育は、差別や偏見のない地域づくりに向

けて一定の成果を上げてきています。    
   しかしながら、目に見えない差別や偏 

見がいまだに残っており、様々な人権問

題の解決は私たちに課せられた重大な

責務と考えます。 
 人権教育を一層充実して、人権意識の

高揚を図っていくことが必要となりま

す。 
 
【施策】 

    ①全村的な人権学習会や講演会等を      
開催して差別意識をなくすための啓      
発に努めます。 

  ②分館単位など地域ぐるみの学習活動

の日常化を進め、恒常的な推進を図りま

す。 
  ③各種機関や施設等との連携事業をさ

らに推し進め、人権意識の高揚と人権教

育の推進を図ります。 
   ④様々な学習・研修の機会を通じて人権

教育の地域リーダーの育成に努めます。 
  ⑤女性や高齢者、障害者など、様々な人

権に対する教育の推進を図ります。 
 
２  男女共同参画 

【現状と課題】 
     男女が互いにその人格を尊重しつつ

責任も分かち合い、性別にかかわりなく

その個性と能力を十分に発揮すること

のできる社会の実現に向け、関係機関や

団体と連携し、基盤の整備をしていく事

が必要です。その実現のための指針とし

て「男女共同参画計画」の策定が急務と

なっています。 
 

【施策】 
①啓発活動の強化を図り、住民に男女共

同参画社会実現への周知を図っていき

ます。 
②男女共同参画の計画の策定に取り組

みます。 
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第 1 節 農業 
 
【現状と課題】 

      近年、農業は兼業化が進むと共に農業

従事者の高齢化が進んでおり、地域農業

の担い手の減少に伴う耕作放棄地が増

加しています。 
      そのため、生産基盤の適切な管理、自

然環境の保全等の観点からも、農業の担

い手育成や、農地の保全をしていかなけ

ればならない状況にあります。 
      また、生産基盤の整備については、面

的整備はほぼ完了していますが、未舗装

の農道が多く残っており、今後も引き続

き補助事業を積極的に導入しその整備

を進める必要があります。 
 
 

【施策】 
①農業後継者を育成し、地域に根ざした

農業を推進します。 
②遊休農地を体験農園、観光農園、教材

農園として利用し、農業と他産業を結ん

だ新産業の確立を目指します。 
③農産物加工施設の活用により、地域特

産物を活用した特産品の開発を推進す

るなど、付加価値型農業を確立し、農業

経営の安定化を図ります。 
④地域農産物の地産地消を図る直売施

設等の整備を図り、地域の活性化を促進

します。 
⑤農業従事者の減少と高齢化により耕

作放棄地が増加していることから、農地

流動化の促進を図るとともに作業受託

等の組織化を推進します。 

 
 
⑥未舗装農道は各種制度を活用し、計画 
的かつ効率的に整備を図ります。 
⑦地域循環型堆肥化施設を管理・運営し、

安全で環境にやさしい農業を推進しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

第４章  交流 ～もてなしの心で、交流を大切にする村づくり～ 
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経営耕地面積の推移

経営耕地規模別農家数

農家数の推移
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    第２節  林業 
 

【現状と課題】 
  森林は水資源のかん養、土砂流出崩壊

等の防備、保健休養機能など様々な要素

を持っています。 
現在、林業を取り巻く情勢は大変厳し

く、林業労働力の不足、高齢化、輸入木

材の増加、木材価格の低迷などにより森

林所有者の意欲も減退しています。 
そのことが森林整備の遅れとなり深

刻な課題となっています。 
 
 
 

 
 
 

    【施策】 
①公有林を中心として森林の有する水

資源のかん養、災害の防止、保健休養等

の公益的機能に重点をおいた、森林整備

を行います。 
②松くい虫防除については早期発見、早

期伐採に努め、松くい虫被害の拡大を未

然に防ぐよう努めます。 
③適正な間伐などによる健全な森林の

保全・育成を図り、地域村民の憩や都会

との交流の場となる里山づくりの推進

を図ります。 
④林業従事者の育成を勘案した研修会

等を開催します。 
 

 
 
 

森林面積等 （平成19年12月31日現在）

県有林 村有林 私有林 小計

面積       (ha) 0 22 631 1,666 2,319 2,319

人工林面積 (ha) 0 20 361 701 1,082 1,082

人工林率   (％) 0 91 57 42 46 46

民有林
区分 国有林 合計

カラマツ

21%

アカマツ

33%

ヒノキ

4% スギ

6%

クヌギ

・ナラ

4%

その他

2%

その他

広葉樹

30%
民有林

資源構成

2,319ｈａ
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  第３節  商業 
 

    【現状と課題】 
      麻績村の商業地は分散しており、商店

街としての形成が弱く共同店舗も少な

く、大型店も進出していないため、集客

力が弱いのが現状です。 
そのため、近隣への大型店の進出や高

速交通網の発達などにより、村外に消費

者が流出しています。 
  地域商業を活性化させるための支援

や環境づくりが必要です。 
 
【施策】 
①集客力を高めるため、地域ぐるみでの

環境づくり（魅力ある商店街づくり）を

支援します。 
②若い後継者の育成を図り、商工会との

連携により、商店の活性化を進めます。 
③大型共同店舗の出店を支援します。 

    ④集客を図る特色あるイベント等の開  
    催を促進します。 
 

    第４節  工業 
 
    【現状と課題】 
      村内の事業所数は現在１０ヵ所あり、

多くの事業所は従業者数が30人から50
人と規模が小さく、村内の就労の場が少

ないという状況にあります。 
      そのため、多くの村民が村外に働く場

を求めており、このことが若者の村内定

住を困難なものにしています。 
      長野自動車道麻績インターチェンジ

など交通の利便性を考えれば、工業立地 
条件の良さをよりアピールし、工業適地

としての誘致を積極的に推進していく

必要があります。 
 
【施策】 
①優良企業の誘致を図るため工業適地

の確保を進めます。 
②既存企業の体質強化を図るため各種

制度資金の有効活用を促進します。 
③地域の特性を生かした特色ある地場

産業の育成を図ります。 
商 業 の 推 移

工 業 の 推 移

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

平 成 1 1 年 平 成 1 4 年 平 成 1 6 年

0

5 0 , 0 0 0

1 0 0 , 0 0 0

1 5 0 , 0 0 0

2 0 0 , 0 0 0

2 5 0 , 0 0 0

3 0 0 , 0 0 0

商 店 数

従 業 員 数

年 間 商 品 販 売 額

（ 戸 、 人 ） （ 万 円 ）

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

平 成 1 5 年 平 成 1 6 年 平 成 1 7 年

0

1 0 0 , 0 0 0

2 0 0 , 0 0 0

3 0 0 , 0 0 0

4 0 0 , 0 0 0

5 0 0 , 0 0 0

6 0 0 , 0 0 0

事 業 所 数

従 業 者 数

製 造 品 出 荷 額 等

（ 件 、 人 ） （ 万 円 ）
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第５節  観光 
 

【現状と課題】 
      麻績村は、聖湖周辺の自然を生かした

観光地づくりをはじめとし、「歴史・文

化」や「ふるさと体験」などの地域の資

源を生かしつつ、それぞれの分野におい

て連携を図りながら観光地として発展

してきました。 
   また、地上権を分譲するいわゆる「麻

績方式」による別荘地開発を昭和 37 年

から行ってきました。 
   しかし、観光客のニーズの多様化や観

光地間の競争の激化などにより、観光客

は減少傾向にあります。 
今後は、地域特性を生かした、長期的

な視点に立った観光地づくりが必要で

あり、観光の振興が地域への経済的波及

効果をもたらす方向で推進していく必

要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  【施策】 
    ①より効果的なＰＲに努めるとともに、

ホームページの内容の充実を図ります。 
②都会との交流を推進し、パイプ役とな

るコーディネーターを養成します。 
    ③地域の特色を生かしたイベントを開

催します。 
  ④観光従事者の資質の向上を図るため

の研修を行います。 
  ⑤観光案内ボランティアの養成を行い

ます。 
  ⑥埋もれている新しい観光資源の掘り

起こしを行い、活用を図ります。 
  ⑦農業・林業等の体験事業の充実を図り、

グリーンツーリズムの取り組みに対し

て支援をします。 
  ⑧特色ある名物、名産品の開発に取り組

み、販路の拡大を図ります。 
  ⑨観光事業の企画に村民の声を反映さ

せるようにします。 
⑩村に寄付された別荘の有効利用を図

ります。 
  ⑪別荘利用者と村民との交流事業を行

います。 
  ⑫村民が独自に取り組むイベントなど

に対して積極的な支援を行います。 
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聖高原別荘地概要
平成19年12月1日現在

うち
建築数

堂ヶ入 177 43 241,573

猿ヶ馬場峯山 444 127 501,699

馬場峠峯山 84 23 117,740

雀木 26 7 38,045

土橋 1 1 557

スゲ 100 34 134,225

矢倉平 10 3 8,178

北山 805 188 736,926

坊平 110 29 85,676

滝ノ入高柄 157 34 138,669

合計 1,914 489 2,003,287

地区名 区画数 総面積  （㎡）

契約更新状況 平成19年12月1日現在

平成９年度 10 11 12 13 14

19 79 127 38 19 30

更新 17 66 84 32 12 14

解除 2 13 42 5 7 7

未処理 0 0 1 1 0 1

15 16 17 18 19 20

88 114 104 143 201 233

21 22 23 24 25

46 39 46 27 7

        年度

対象区画

        年度
処理

対象区画

        年度

対象区画
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第 1 節 行政 

 
  １  行政 

【現状と課題】 
      国の構造改革や財政地方分権一括法

や合併特例法の施行、ｅ―Ｊａｐａｎの

推進など国全体の行政組織が大きく変

化しようとしています。 
   また、行政改革推進法や地方分権改革

推進法が成立し、道州制の導入について

も検討が行われています。 
   このような状況の中、行政改革による

スリム化が望まれている現在、少ない職

員で多様化した業務をこなし、この地域

に住みたいと思えるような個性的な地

域づくりを推進するためには以下の課

題が考えられます。  
    ①職員の能力の向上及び専門知識を有

する職員の配置をどうするか 
②事務処理を効率化するため広域によ

る共同処理の推進をどうするか 
③業務の OA 化特に対村民向けにイン

ターネットを利用した電子申請システ

ムの利用促進をどのように進めるか 
④個性的な村づくりを推進するために

地域村民との協働による事業推進をど

うするか 
 
【施策】 
①広域処理が望ましい業務については、

広域化を検討します。 
②専門知識の必要な業務は、事業の民間

委託も含め効率的で質の高い行政運営

を目指します。 
③村民の電子申請システムの手続数を 

増やして利用拡大を図ります。 
④職員の政策立案能力や判断能力を高め 
る研修の充実を図り、職員の意識改革を 
進めます。 
⑤公共施設管理への指定管理者導入を推 

 進します。 
 
２  行政組織・事務処理・人事管理 
【現状と課題】 

  現在麻績村の行政組織は 
総務課 会計室 議会事務局 
住民課 
振興課 
観光課 
教育委員会 
からなっています。 
 行政ニーズの変化と事務作業の質と量

の変化を考慮すれば、行政組織の再編や事

務分担の見直しを行う必要があります。 
 事務処理の広域化の検討、OA 化による

事務処理方法の変化により、各係間の調整

連絡についてもより緊密化を図る必要が

あります。 
 現在、国の方針による LG―WAN など

の導入により国、県からの情報はネットワ

ークによる電子情報化が行われています。 
庁内 LAN と併せ、利用方法は検討課題

の一つです。 
 行政組織の再編及び OA 化の中で人事

管理を適切に行い、職員の各事業への適正

配置や専門職の雇用についての検討が必

要です。 
 
【施策】 
①職員採用の際は定数条例に配慮しなが

ら、事業に必要な専門分野の職員採用を計

第５章  協働 ～みんなで参加し、みんなで考える村づくり～ 
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画的に行います。 
②業務全般の見直しを行い、外部委託する

業務、広域で行う業務、自庁で行う業務に

分け職員定数を抑制し、組織の見直しを行

います。 
③第三者による行政評価システムを導入

し、事務事業の適正化を図ります。 
④専門的な知識経験が必要とされる業務

には、任期付職員を採用して活用します。 
⑤村民参加の村づくりに柔軟に対応でき

る職員体制を整えます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

うち一般
行政職員数

平成２ 68 54 77 3,622 国調 53

平成７ 75 60 76 3,499 国調 47

平成12 69 55 74 3,347 国調 49

平成13 65 52 74 3,492 住基 54

平成14 66 52 74 3,466 住基 53

平成15 63 46 74 3,443 住基 55

平成16 59 44 74 3,412 住基 58

平成17 56 43 74 3,354 住基 60

平成18 56 43 74 3,327 住基 59

平成19 53 39 74 3,242 住基 61

平 成 20 52 38 6 0 3 ,210 推 計 62

平 成 21 52 38 6 0 3 ,180 推 計 61

平 成 22 52 38 6 0 3 ,150 推 計 61

平 成 23 51 37 6 0 3 ,120 推 計 61

平 成 24 50 36 6 0 3 ,090 推 計 62

※ 　 平 成 20年 度 以 降 は 推 計

１人当たり住民
数

職 員 数 の 推 移

年度 職員総数 条例定数 人口
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第２節   財政 
 

【現状と課題】 
 国の財政状況の悪化や三位一体改革

の推進による補助金の削減や地方交付

税の減額、景気の低迷や勤労世代の減少

により、税収も減少傾向にあり、財政状

況は厳しい状況にあります。 
 従来の主財源の伸びが見込めない中

で、個性的な地域づくりを進めるために

は、経常的な歳出の更なる抑制と新たな

る財源の確保が課題となります。 
また、財政健全化法の施行により、新

たな財政指標による財政分析や数値の

公表が求められています。 
 

  【施策】 
  ①経常経費の節減に努めるとともに、投

資的経費については国・県の補助金、交

付金など特定財源の確保を図り、効率

的・計画的な財政運営を行います。 
    ②事務事業の抜本的な見直しにより、費

用対効果を検証し、真に必要な事業への

予算配分に努め、計画的な事業の展開を

図ります。 
    ③行政と村民との役割分担見直しを推

進し、行政と村民の協働の原則に基づき

適正な役割分担・負担制度の導入を進め

ます。 
    ④課税の公平・適正化を進めるとともに、

納税意識の高揚を図り、村税収入の確保

を図ります。 
    ⑤今後の財政状況に十分留意し、健全な

財政運営に努めます。 
 
 
 
 
 

第３節  情報公開 
 
  １  説明責任 

【現状と課題】 
      真の村民参加を実現するためには、ま

ず行政と村民が情報を共有することが

基本です。そのために、行政はあらゆる

手段を駆使し、村民に情報を提供・公開

し、理解をしてもらう必要があります。 
 
    【施策】 
    ①村の行う施策等について、その目的や

成果を含め積極的に村民に説明し、村と

しての説明責任を果たします。 
    ②公開を前提とした文書作成に努め、そ

の管理・保存を適切に行います。 
    ③個人情報の取扱いについては、細心の

注意を払い、プライバシーの保護に努め

ます。 
 
 
  ２  広報 

【現状と課題】 
      村民への情報提供の手段の 1 つとし

て広報活動が上げられます。現在、「ホ

ット情報麻績」「館報おみ」などの広報

誌やインターネット上のホームページ

などで行政情報の提供をしていますが、

真に村民が求めている情報を、分かりや

すく伝えていく必要があります。 
 
    【施策】 
    ①広報誌の統合を視野に入れ、さらに内

容の充実した広報誌の発行を目指しま

す。 
    ②現在のホームページを、村の総合情報

発信源として位置づけ、さらに内容の充

実を図ります。 
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第４節  村民参加システム 
 
  １  広聴 

【現状と課題】 
      村民と情報を共有するためには、一方

的な情報提供にとどまらず、村民の声を

広く聴き、双方向のコミュニケーション

を図る必要があります。 
 
    【施策】 
    ①手紙・メール・FAX 等により、広く

村民からの意見・提言を受け付け、様々

な声に耳を傾けて行政に反映させるシ

ステムづくりに努めます。 
    ②懇談会等の開催により、直接村民との

コミュニケーションを図ります。 
    ③各種審議会の委員に公募制を導入し

ます。 
 
 
  ２  村民参加の村づくり 

【現状と課題】 
  自立した魅力ある村づくりのために

は、真の村民参加が必要です。企画立案

の段階から積極的に村民に関わってい

ただき、共に課題を解決していく必要が

あります。 
 
    【施策】 
      「村民参加の村づくり会議」の活動を

積極的に支援し、地域課題の発見から解

決までを村民が主体的に行える体制を

整えます。 
 
 
  ３  コミュニティ活動 

【現状と課題】 
      活力ある村づくりのためには、村民の

自主的活動の盛り上がりが不可欠です。  
  幅広い層の村民が、それぞれの立場と

関心に基づいてこれらの活動に関われ

るような環境づくりが必要です。 
 
    【施策】 
    ①村民の自主的な村づくり活動を積極

的に支援します。 
    ②地域コミュニティ団体相互のネット

ワーク化を図り、活動内容の情報発信を

支援します。 


